


 



　東広島市は、清らかな水を生み出す美しく豊かな自然を有し、人々の生活の営みを通

じ里山や里海の原風景を紡いできました。この先人たちが守り育んできた美しい自然は、

私たちのかけがえのない宝であり、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

　本市では、平成22（2010）年３月に東広島市環境基本条例を制定し、「市民が健全で

恵み豊かな環境の恵沢を享受し、及び人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維

持されるよう適切に保全、創出を行う」という本条例の基本理念達成に向け、東広島市

環境基本計画を策定し、市民や事業者の皆様と協働して、自然環境の保全や温暖化対策

などに取り組んできました。

　しかし、この10年間を振り返ると、地球温暖化が原因とされる異常気象や天候災害の

頻発をはじめ、生物多様性を脅かす海洋プラスチックの問題など、私たちの生活環境へ

影響を与える事象が顕在化してきています。

　そのような世界規模での環境問題の解消に向けて国際社会においてはこの間、2015年

の温室効果ガスの削減目標を定めたパリ協定や、持続可能な開発目標いわゆるSDGsが採

択されるなど、我々の環境に関する価値観は大きく変化し、時代は重要な転換期を迎え

ております。

　本市におきましても令和２（2020）年に第５次東広島市総合計画を策定し、10年後

2030年の将来都市像を　“未来に挑戦する自然豊かな国際学術研究都市”と定め、持続可

能な次世代のまちづくりに向けて様々な取り組みをまさに開始したところでございます

ことから、それを踏まえ、激変する社会・環境情勢に適合した新たな環境マスタープラ

ン「第２次東広島市環境基本計画」を策定したところでございます。

　この第２次計画では、「環境」をキーワードとしたまちづくりを進めていくための長期

的なビジョンである「東広島市環境先進都市ビジョン」を統合し、より明確に環境に配

慮したまちづくりのビジョンを描き、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「東広島

市ゼロカーボンシティ宣言」の表明と併せて、市民・事業者等の皆様とともに、取組み

を一層推進していくこととしています。

　結びに、計画策定にあたりまして、アンケート調査やヒアリング、パブリックコメン

トなどご意見をいただきました市民・事業者の皆様、ワークショップにご参加いただい

た大学生や外国人留学生の皆様、そして貴重なご提言をいただきました東広島市環境審

議会委員並びにエコネットひがしひろしま会員の皆様に対しまして、心より感謝を申し

上げます。

　令和４年３月

 東広島市長　高 垣  廣 德
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